
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 

令
和
五
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

ア
ク
テ
ィ
オ
株
式
会
社 

 

東
京
都
目
黒
区
東
山
一
丁
目
五
番
四
号
Ｋ
Ｄ
Ｘ
中
目
黒
ビ
ル
六
階 

二 

指
定
の
期
間 

 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 


